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告 示
栃木県告示第389号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年８月22日から同年９月20日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年８月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　121号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前

鹿沼市上材木町字東上材木町1832番地
先から
鹿沼市久保町字東久保町1866番４地先
まで

11.2 ～ 12.7 372.6

後

鹿沼市上材木町字東上材木町1832番地
先から
鹿沼市久保町字東久保町1866番４地先
まで

11.9 ～ 18.9 372.6

Ⅱ
道路の種類　一般国道
路　線　名　293号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前

鹿沼市天神町字東天神町1853番１地先
から
鹿沼市久保町字東久保町1866番４地先

11.2 ～ 15.0 200.2
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まで

後

鹿沼市天神町字東天神町1853番１地先
から
鹿沼市久保町字東久保町1866番４地先
まで

15.0 ～ 15.0 200.2

Ⅲ
道路の種類　一般国道
路　線　名　352号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前

鹿沼市上材木町字東上材木町1832番地
先から
鹿沼市久保町字東久保町1866番４地先
まで

11.2 ～ 12.7 372.6

後

鹿沼市上材木町字東上材木町1832番地
先から
鹿沼市久保町字東久保町1866番４地先
まで

11.9 ～ 18.9 372.6

（道路保全課）　

───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成29年９月22日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成29年８月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
茂木ショッピングセンター　もぴあ
芳賀郡茂木町大字茂木179番地１外

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

茂 木 町 意 見 な し

───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成29年
９月22日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成29年８月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
茂木ショッピングセンター　もぴあ
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芳賀郡茂木町大字茂木179番地１外
２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし

（経営支援課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業に係る換地処分
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営中山間茂木南部（青梅）地区土
地改良（区画整理）事業内の土地について次のとおり換地処分を行ったので、同条第10項において準用する同
法第54条第４項の規定により公告する。
　　平成29年８月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　換地処分の年月日
平成29年８月２日

２　換地処分の内容
平成29年５月23日付け栃木県告示第252号で公告した換地計画のとおり。

（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────


